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　平成20年 4月から　
　「後期高齢者医療制度」

が始まります

　これまでは、75歳（一定の障害がある人は65歳）以上の人は、国保や健
保組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けて
いましたが、平成20年4月からは新たに独立した「後期高齢者医療制度」
で医療を受けることになります。

◦ 75歳以上の人（75歳の誕生日から対象となります。）
◦ 65歳以上で一定の障害がある人
　現在加入している健康保険については、平成 �0年３月末で資格を失い、
４月から新たに後期高齢者医療制度に加入することとなります。
※新しい保険証が一人に一枚発行されます。（来年３月下旬に送付予定です。）

　これまでは、老人保健医療受給者証と健康保険
被保険者証の２枚が必要でしたが、来年の４月か
らは、「後期高齢者医療被保険者証」１枚を窓口で
提示してください。

◎自己負担割合
　これまでの老人保健制度と同様で１割負担とな
ります。（現役並みの所得がある人は、３割負担）
◎医療給付
　これまでの老人保健制度と同様の医療給付が受
けられます。

　平成 �0年 4月からは、一人ひとりが、介護保険と同様に後期高齢者医療制度の保険料を納めることになり
ます。
　　　　保険料　　＝　　均等割　　＋　　所得割

※均等割額は、加入者全員にかかります。ただし、所得が低い人は軽減さ
れます。
※具体的な保険料は今月（11月）中に決まる予定です。（広域連合が決定）

◎保険料の納め方
　原則として年金からの天引きとなります。ただし、次のいずれかに該当する人は口座振替などで市に納める
ことになります。
◦受給年金額が年額 18万円未満の人。
◦介護保険料との合算額が、年金額の２分の１を超える人。

問合せ先　健康長寿課　保険担当（内線３８４）
　　　　　富山県後期高齢者医療広域連合（富山市婦中総合行政センター内　☎４６５－７５０２）

保険証が変わりま

すので、ご注意く

ださい。
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滑川市 富山県後期高齢者
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※保険料の徴収、申請などの
窓口業務は市が行います。

※富山県内の全市町村が加入す
る広域連合が保険者となります。
保険料の決定や医療を受けたと
きの給付などを行います。

被保険者証の提示
医療費の一部負担

診察

情報提供

情報提供

医
療
費
支
払
い

医
療
費
請
求

被
保
険
者
証
引
渡
し

各
種
申
請
・

保
険
料
納
入

後期高齢者医療制度のイメージ図

後期高齢者医療被保険者証

平成 20年４月から
保険証が一つになります

◆老人医療受給者証 ■健康保険被保険者証

来年３月下旬に該当者
に郵送します

平成 20年３月まで


